
令和７年度地方最低賃金審議会の審議結果を踏まえた論点（案）

◼ 近隣県等との過度な競争意識や最下位争いによる目安を大幅に上回る高い引上げの指摘について

• 令和７年度地方最低賃金審議会の審議に関し、近隣県等との過度な競争意識や最下位争いによって目安を大幅
に上回る高い引上げが行われたのではないか等の疑義がメディア等から呈されていることについて、どのよう
に考えるか。

• ３要素に基づく審議が原則である中、他地域との比較を含めて審議を行う例が見られるが、こうした「他地域
との比較」の在り方をどのように考えるか。

• 令和８年度の中央・地方最低賃金審議会の調査審議に際してどのような対応が望ましいか。

◼発効日について

• 令和７年度は11月以降の発効が27府県と過半数となり、令和７年10月１日～令和８年３月31日まで発効日に大

きなバラつきが生じたことについてどのように考えるか。

• 発効日の「合理的な範囲」はあり得るか。あり得るとした場合、その考え方について。

• 令和８年度の中央・地方最低賃金審議会の調査審議に際してどのような対応が望ましいか。

◼ ランク制度の在り方について

・ 現状のランク区分についてどのように考えるか。

◼  EU指令について

・ EU指令の取扱いについてどのように考えるか。

◼ その他

令和７年度の審議結果を踏まえて、以下の点について議論してはどうか。
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